
第５期延岡市地域福祉計画及び第６次延岡市地域福祉活動計画（案）に係るパブリックコメント／意見の概要と本市の考え方

○意見募集期間：令和８年２月２日（月曜）から令和８年２月23日（月曜）まで

○結　　　　果：提出者３名　意見26件

№ 関連項目 意見の概要 本市の考え方

1 　少しでも多くの人の声が伝わるように頑張って下さる計画案作成に期待します。

2
　働く所が少ない。街の通りはシャッター通り。タクシーの運転手さんとの会話が延

岡の実情を知らせてくれます。何よりものニュースです。

3
　現在、問題になっている。物価値上げで賃金が上がらない等々の故由により人口減

少になるのは当然のことですね。

4

　延岡の玄関、南延岡駅で思ったこと。2/4，久しぶりに宮崎までにちりんを利用し

て南延岡から乗車する。まず悲しかった事は、生花が枯れていたこと。階段（登り下

りする）がとてもきたなく、悲しかった。トイレも利用したが、これも又、悲しい現

状。88才の身には一歩々々の上下歩行して気をつけたが、あまりにも荒れていたのに

悲しくなる。

5

　都会にあこがれた若者が挫折して、ふるさとに帰りたいけど、受け入れる企業、安

心して仕事のできる環境が少ない。それを救い上げてくれる魅力ある楽しく働ける延

岡市に発展することを心より祈ります。

6
　上にも書きましたが延岡を離れる人が多いこと。高齢者は家をそのままにして去っ

てしまう。家はそのまま「売家」の看板は何年経ってもそのまま。

7

　物価高が生活をおびやかし、人々の暮らしを苦しくしていること。高齢者の動きが

出来にくくなっている。バスの回路の工夫を見ますが、すぐタクシーを利用する。不

便さ。

8
　イオン集中の消費では、以前の昔のお店がなりたたない。閉店する店が多い。歩行

者が少ない。

第１章

　地域福祉計画は、地域共生社会の実現に向けて、地域福祉を推進する

ための計画となっており、様々な生活課題への対応について計画に盛り

込んでおります。

　ご意見いただいた諸課題につきましては、関係課室や関係機関ととも

に市の取り組み課題として検討してまいります。

　本市の人口減少等の課題については、本計画でも言及しているところ

であり、人口が減少していく中で、人々が住み慣れた地域で自分らしく

暮らしていけるよう、関係課室や関係機関とともに市の取り組み課題と

して検討してまいります。

第２章



№ 関連項目 意見の概要 本市の考え方

9

　一人暮らし世帯、及び二人以上の高齢者世帯の介護サービス利用割合は状況として

把握されておりますか？また、本市の介護サービス事業所数は、同規模の人口自治体

と比較して同じ水準なのか否か状況として把握されておりますか？

　一人暮らし世帯、及び二人以上の高齢者世帯の介護サービス利用割合

は把握していませんが、認定調査の際に世帯状況を確認しており、利用

割合を算出することは技術的には可能と考えます。また、本市と他自治

体との介護サービス事業所数の比較を行っていませんが、こちらも他自

治体が公表している情報と比較することは可能です。

　いずれも、今後の他の福祉計画の策定において、状況把握の必要性を

考慮してまいります。

10

　精神障害者保健福祉手帳所持者数（２級・３級）の増加傾向にあると数値上では分

析していますが、増加原因の内訳はどうなっているのでしょうか？内訳の細分化によ

り、未然に防ぐことが可能と思慮される原因（育児、介護、職場等のストレスによる

メンタルダウン）であれば、傾向分析により計画策定の参考になるのではないかと考

えます。

　増加原因の正確な把握はできていませんが、障害に対する認識が深ま

り、うつ病等の認知度が高まってきたほか、早期発見の仕組みが推進さ

れていること等が原因として考えられます。

　今後は、原因や傾向を研究してまいります。

11

　頑張っていらっしゃる皆さんには本当に気の毒です。自分だけのことでなく、周り

の人にも気をつかう様な、やさしい心使いのできる街を望む。市役所周辺の雰囲気は

唯一うれしい場所。美しく安心して行ける場所であってほしい。

12
　自然に恵まれた延岡の良さをもっともっとアピールすることが大切では？山々の美

しさ、川の流れの清らかさに目が届く人の心を育てたい。

13
　大きな財源は、やはり国・県に頼るしかない。税金の使い方を工夫すること、高齢

者を大切にしてほしい。

14
　公民館活動の応援をしてほしい。老人の集会する場を多く、そして役員の方々の援

助を多く。暖かく。（高齢者はおしゃべりが一番楽しみ）。

15 　医療費の値上りがないように県・国に交渉してほしい。

16

　すばらしい山と海の自然豊かな海岸線をもつ延岡市です。県南（市の南？）の土々

呂、伊形地区はさびしい。港の活気を取り戻すため、街をにぎやかにするためには？

　どこかに温泉でもでき、憩いの場でゆっくりとくつろぎたい。子供たちと通い船で

磯遊びしたい中高年がいるのでは？

　本計画では、コミュニティ活動の活性化や高齢者の生きがいや健康づ

くり推進等を図ることとしており、市民の皆様による地域での活動を応

援してまいります。

　地域福祉の推進という観点から、様々な世代間の交流の促進等によ

り、ひいては地域の活性化に寄与できるよう努めてまいります。

第４章

第３章

　本計画では、「ともに支え合い、誰もが安心して暮らせる、まちづく

り」を基本理念とし、地域福祉推進を図ることとしています。本市の良

さを活かして、地域福祉を共に支え合う人材育成と環境作りに努め、ま

た、世代や個性を尊重し安心して暮らせるまちづくりを進めてまいりま

す。

第２章



№ 関連項目 意見の概要 本市の考え方

17

　民生委員・児童委員が不足しているということは、当然不在の地区があり、居住地

区において格差が生じている状態であると考える。民生委員・児童委員に対して、市

独自の施策により支援を行うことは法的な問題により困難でしょうか？

　また、民生委員・児童委員は心身的な負担が大きいため、どのような支援があれば

継続或いは、委員を引き受けるのかの意見集約が問題解決の糸口になるのではないか

と考えます。

　市独自の取り組みとして、民生委員の活動費と地区民児協の運営費に

対し上乗せして補助しており、併せて、国に運営費の増額を要望してい

ます。また、市と民児協で協働しながら、区長訪問や候補者への直接働

きかけ、「ＦＭのべおか」や「広報のべおか」でのＰＲ、活動を紹介す

るチラシ配布、民生委員活動に興味ある方を対象とした体験会を行うな

ど、市民の皆様の認知度や関心の向上を図っています。

　今後も、欠員地区の解消に向けては、いただいたご意見も参考に、地

域や関係機関と連携し、引き続き取り組んでまいります。

18

　（成年後見制度の）周知・利用促進については、既に支援が必要となってしまって

いる方やその方を支える家族等の関係者にスポットを当てていると思いますが、現

在、制度利用を行う必要のない健康な方にこそ、周知が必要であると考えておりま

す。どのようにお考えでしょうか？

　成年後見制度の認識度向上のため、広報誌等を活用した周知や、地域

住民向けの研修会、福祉・医療機関向けの研修会の開催に努めることと

しています。ご意見のような方も含め、多くの方に周知できるよう普及

啓発に努めてまいります。

19
　警察の方々の姿が少なくなった気がする。点々とあった派出所が少なくなってい

る。

20 　街燈を多くしてほしい。防犯のためにも。

21 　公衆電話も欲しい（個人用の携帯は高齢者はすぐ使用できない）。

22 　できるだけ公用車で巡回してほしい。道路の点検、危険個所の点検など。

23 　個人の良心的応援だけでは限度がある。大切な事ではあるが、隣り組の強化。

24 　なかなか組に加入しない。結びつきが薄い。あいさつだけでは結びつかない。

25 　公民館活動の強化。

26

　相談窓口としての分かりやすさや、相談者の主訴の整理として、なんでも総合相談

センターは重要であると考えている。相談内容の整理により、関係各所に取り次ぐこ

とになり週末の相談については、翌週平日に持ち越されるのは避けられない点です。

その中で、GWや年末年始といった長期休暇期間に相談が行われた場合、相談が持ち

越されるのは相当先となり、相談者も相談を受けた側もお互いに一定のストレスを抱

える状態が続くことになると考えるため、長期休暇期間中のなんでも相談窓口の開設

の是非についてどう考えていますでしょうか？

　なんでも総合相談センターは、令和元年の開設以来、原則毎日相談を

お受けしてきております。センターでは、緊急的な相談を除き、一般的

なご相談・ご質問でセンターで回答が難しいものにつきましては、ご相

談者様の了解のうえ、原則翌営業日に、担当課室から連絡を差し上げる

対応を行っております。また、ご意見のありました長期期間中のセン

ターの開設の是非つきましては、休日ならではの相談ニーズもあること

から、市民サービスの在り方を含め現在検討を行っております。

第５章

　再犯防止推進計画は、罪を犯した者の円滑な社会復帰に向けた支援や

施策を計画し、犯罪や非行の未然防止に取り組み、安心安全な地域社会

を作ることを目的としています。

　ご意見いただいた諸課題につきましては、関係課室や関係機関ととも

に、市の取り組み課題として検討してまいります。

重層的

支援体制

整備事業

実施計画

　「福祉の心を育み、ともに支え合う」ことを課題として捉え、地域福

祉活動を支える担い手づくりや地域で活動できる環境づくりを進めてま

いります。また、様々な生活課題に対応するため、相談窓口の設置や関

係機関との連携強化を図っています。

第４章


